
西原町
中小企業等緊急支援金

新型コロナウイルス感染症の影響による
国民健康保険税減免の申請期間を延長しました

西原町新型コロナウイルス感染症対策関連事業

高齢者 インフルエンザ予防接種 を受けましょう

　本町では国から交付される新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金やその他の補助金を活用
し、新型コロナウイルス感染症対策として次の事業に取り組みます。紙面の都合上すべては掲載できないた
め、他の事業については町ホームページをご覧ください。

　インフルエンザと新型コロナウイルス感染症の症状が似ていることから、医療機関での混乱を避けるべく、イン
フルエンザ発症を少なくするために予防接種の実施を推進します。予防接種は不要不急の外出にはあたりません。

　新型コロナウイルス感染拡大の影響により国または沖
縄県の融資、給付金を受けた町内事業者に対しての支援
金の申請期限の延長と認定要件の拡充をしました。

　上記に該当し、まだ申請を行っていない事業者の方は、
お早めに申請してください。詳しくは下記にお問い合わ
せいただくか、ホームページでご確認ください。

　インフルエンザの予防接種は、自らの意志と責任で接種を受ける予防接種です。予防接種を受ける前に、医師から十
分に説明を聞き、必要性や副反応についてよく理解・納得した上で接種を受けてください。

新型コロナウイルス
感染症予防対策事業

　災害時の避難所開
設等に備え、感染症
拡大防止を目的とし
た消耗品・備品等を
整備します。

担当課
健康支援課・生活環境安全課

学校・社会福祉施設などの
感染防止対策事業

　町立小中学校、幼稚園、認可保
育園、認可外保育園、学童クラ
ブ、児童館、病児保育実施小児科
で使用する衛生用品や備品を購
入し、感染拡大防止を図ります。

お問い合わせ　企画財政課　財政係　☎ 098-945-4533

公共的空間
安全・安心確保事業

　町が行う乳幼児健診におい
て、休業や活動自粛を余儀なく
されている方の力を借りて検温
及び三密防止対策を行うこと
で、安全に乳幼児健診を実施し、
人と地域を守ります。

担当課　健康支援課

西原町内の指定医療機関 （掲載以外の指定医療機関についてはホームページで確認するか健康支援課へお問い合わせください）

お問い合わせ　健康支援課　保健予防係　☎ 098-945-4791

お問い合わせ・申請先
産業観光課 商工観光係  ☎098-945-4540

お問い合わせ 福祉保険課 賦課徴収係 ☎098-911-9163

946-5558
946-2833
944-4444
944-6663
882-0001
944-3550

あいわクリニック
アドベンチストメディカルセンター
いちょう内科あしとみ
玄米クリニック
SAKU整形クリニック
しらかわ内科
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※要予約

病　院　名 電　話 備考
945-4551
946-5500
946-3799
882-0810
946-0055 ※要予約

病　院　名 電　話 備考
城間医院
しんざと内科
とうま内科
ハートライフクリニック
ゆいゆい内科クリニック
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指定医療機関で接種する場合、自己負担1,000 円で予防接種できます!
※生活保護の方は無料（被保護証明書提示が必要）
接種に必要なもの：①本人確認ができる健康保険証や運転免許証等
　　　　　　　　  ②健康手帳など、接種の記録ができる物
※個別の予診票送付はありません。各医療機関に準備されているものをお使いください。

●家賃支援金
●安全・安心な島づくり
　応援プロジェクト奨励金

申請期限日

追加認定要件

令和3年2月26日

対象となる世帯（減免事由）

対象となる保険税

1．主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病※を負った世帯
※新型コロナウイルス感染症の病状が重く、回復までに長期間要
すると認められる場合

2．主たる生計維持者の事業収入等（事業収入、不動産収入、山林収
入又は給与収入）の額が前年の当該収入金額から10分の３以上
の減少が見込まれる世帯
※なお、会社都合等の理由により失業し、雇用保険を受給する65
歳未満の方については、非自発的失業による国民健康保険税軽
減申請の対象となるので、本減免の対象となりません。

令和2年2月1日から令和3年3月31日までの納期にかかる保険税
申請期限 令和3年3月15日まで
※納期限が令和3年3月31日となる保険税については令和3年3月31日まで

申請方法や減免割合などの詳細については、町HPでご確認、
または下記まで問い合わせください。

65歳以上の方へ

西原町国民健康保険特別会計の累積赤字解消計画を見直しました

累積赤字解消計画

　本町の国保の累積赤字は継続的な課題として今日まで至っており、これまで一般会計から国保特別会計に対し、赤字
補てん（法定外繰出）を行い2023年度までに累積赤字を解消する計画となっていました。このことは厳しい財政の大きな
要因の一つとなっていました。今回、県と協議し、一般会計の負担を減らすため、赤字解消計画を2026年度まで延ばす
ことが出来ました。計画期間は、2017年度～2026年度の10ヶ年間となります。
　現在の国保累積赤字額（令和元年度決算）は約8億5600万円です。
　これに加え、単年度の赤字分も含め、計画期間の間に、約13億6000万円を繰り出すこととしていま
す。今後の赤字補てん額（法定外繰出額）は、2020年度1億9000万円、2021年度から2025年度まで
各1億5000万円、2026年度約2700万円となります。
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国保累積赤字見込額

詳しくは、
町ホームページを
ご覧ください。

担当課
教育総務課・こども課

詳しくは▼
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